
高知県労働委員会PRキャラクターコンテスト 専用用紙

制作にあたっての注意点

・この専用用紙1枚に、すべてのキャラクターを描いて応募してください。

・公益委員1体、労働者委員1体、使用者委員1体、労働者と使用者各１～2体のキャラクターを制作してください。
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